
                            

                            

令
和
七
年
八
月
二
十
七
日
、琵
琶
湖
疏
水
の
諸
施

設
が
国
宝
・
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。
本

県
所
在
の
施
設
で
は
、「
第
一
隧
道
」
が
国
宝
に
、

「
大
津
閘
門
及
び
堰
門
」
と
「
大
津
運
河
」
が
重
要

文
化
財
に
指
定
さ
れ
ま
し
た
。こ
の
こ
と
を
記
念
し

て
、
琵
琶
湖
疏
水
記
念
館
、
大
津
市
歴
史
博
物
館
お

よ
び
当
館
で
は
、所
蔵
資
料
の
相
互
貸
出
に
よ
る
展

示
を
各
館
で
行
う
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。 

琵
琶
湖
疏
水
は
滋
賀
か
ら
京
都
へ
水
を
運
ぶ
だ

け
で
な
く
、
物
資
や
人
の
交
流
を
生
み
、
今
回
の
自

治
体
連
携
の
き
っ
か
け
に
な
る
な
ど
、滋
賀
と
京
都

を
様
々
な
点
で
つ
な
い
で
い
ま
す
。 

今
回
の
展
示
で
は
、琵
琶
湖
の
水
が
実
際
に
京
都

で
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
を
伝
え
る

写
真
等
も
展
示
し
、琵
琶
湖
疏
水
が
つ
な
い
だ
そ
の

先
の
風
景
を
御
紹
介
し
ま
す
。 

 

 

令和７年度特別展 展示図録 

【展示概要】 

【
展
示
概
要
】 

期
間 

令
和
七
年
十
一
月
四
日
（
火
）
～
十
二
月
四
日
（
木
） 

日
時 

月
曜
日
～
金
曜
日
（
祝
日
・
振
替
休
日
は
除
く
） 

 
 

午
前
九
時
～
午
後
五
時 

会
場 

滋
賀
県
立
公
文
書
館
（
県
庁
新
館
三
階
） 

内
容 

特
定
歴
史
公
文
書
等
一
八
点 

京
都
市
上
下
水
道
局
所
蔵
資
料
一
二
点
ほ
か
映
像
資
料
一
点 

（
各
点
数
に
は
複
製
を
含
む
） 
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第
一
章 

琵
琶
湖
疏
水
計
画
の
お
こ
り 

  

明
治
十
六
年
、
京
都
府
よ
り
琵
琶
湖
疏
水
の
目
論
見
（
計
画

書
）
が
届
い
た
こ
と
に
よ
り
、
本
県
は
三
名
の
職
員
（
一
等
属
）

に
事
務
取
調
を
命
じ
、
そ
の
対
応
に
努
め
ま
し
た
（
資
料
1-1
）。 

当
初
の
計
画
は
現
在
の
疏
水
分
線
に
近
い
ル
ー
ト
で
し
た

が
、
明
治
十
七
年
、
南
禅
寺
付
近
で
幹
線
（
鴨
東
運
河
）
と
枝

線
（
疏
水
分
線
）
に
分
岐
す
る
案
に
な
り
ま
し
た
（
資
料
1-2
）。 

疏
水
の
目
的
は
、
運
輸
の
便
、
水
力
に
よ
る
工
業
発
展
、
飲

料
水
や
防
火
用
水
・
灌
漑
用
水
の
確
保
な
ど
に
あ
り
ま
し
た
。

ま
た
、
運
輸
の
便
は
東
は
近
江
国
か
ら
西
は
摂
津
国
に
及
び
、

「
内
外
公
益
ノ
大
ナ
ル
」
は
計
り
知
れ
な
い
と
他
府
県
へ
の
利

益
も
挙
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
本
県
で
は
、
勧
業
諮
問
会

に
お
い
て
本
事
業
に
対
す
る
利
害
得
失
の
検
討
を
行
い
ま
し

た
。
資
料
1-3
は
そ
こ
で
の
意
見
を
ま
と
め
た
国
へ
の
報
告
書

で
、
疏
水
事
業
は
水
利
へ
の
影
響
が
予
想
さ
れ
、
本
県
に
と
っ

て
「
到
底
有
害
無
益
ノ
事
業
」
で
あ
る
と
批
判
し
て
い
ま
す
。

そ
の
う
え
で
、
流
水
量
を
調
整
す
る
な
ど
の
予
防
策
を
講
じ
る

必
要
性
を
主
張
し
て
い
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
本
県
が
反
対
の
姿
勢
を
と
る
中
、
明
治
十
七
年

七
月
九
日
、
県
令
で
あ
っ
た
籠
手
田
安
定
が
元
老
院
議
官
へ
と

転
任
し
、
そ
の
後
任
と
し
て
中
井
弘
が
任
命
さ
れ
ま
す
（
資
料

1-4
）。
こ
の
人
事
の
背
景
に
は
、
疏
水
建
設
に
反
対
の
籠
手
田

を
昇
進
の
か
た
ち
で
転
出
さ
せ
、
北
垣
国
道
京
都
府
知
事
と
も

親
し
く
、
土
木
事
業
に
も
大
き
な
関
心
を
持
つ
中
井
を
抜
擢
し
、

疏
水
事
業
を
推
し
進
め
た
い
と
い
う
参
議
（
政
府
の
重
要
官
職
）

ら
の
意
向
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。 

 
1-2「琵琶湖疏水図｣ 

明治 17年 12月【明ね 34（1）】 
1-4「籠手田安定任元老院議官、中井弘任滋賀県令 9日宣下｣ 

明治 17年 7月 10日【明い153-2（17）】 

1-1「琵琶湖疏水の目論見京都府より照会に付取調方」
明治 16年 11月 12日【明い 140-2（139）】 

1-3「琵琶湖疏水の儀に付上申｣ 
明治 17年 3月 19日【明ね33（17）】 
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第
二
章 

疏
水
工
事 

 

明
治
十
八
年
、
い
よ
い
よ
疏
水
工
事
が
始
ま
り
ま
す
。 

疏
水
工
事
は
多
く
の
用
地
を
必
要
と
し
、
用
地
買
収
は
県
を

介
し
て
行
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
際
、
社
地
や
宅
地
は
地
価
相
当
、

林
地
や
畑
地
と
い
っ
た
利
益
を
生
む
土
地
は
地
価
の
約
三
割

増
し
で
買
い
取
ら
れ
ま
し
た
（
資
料
2-1
）。
ま
た
、
工
事
完
成

後
不
要
と
な
っ
た
土
地
は
、
旧
所
有
者
へ
優
先
的
に
払
い
下
げ

ら
れ
ま
し
た
。 

工
事
に
は
用
地
だ
け
で
な
く
、
物
資
も
大
量
に
必
要
で
す
。

資
料
2-2
は
京
都
府
か
ら
の
木
材
の
領
収
書
で
す
。
神
崎
郡
伊

庭
官
林
か
ら
領
収
し
た
松
が
一
覧
で
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

時
二
〇
〇
〇
本
が
伐
採
さ
れ
、
疏
水
用
材
と
し
て
京
都
府
へ
引

き
渡
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
木
材
以
外
に
も
、
煉
瓦
一

四
五
〇
万
個
、
火
薬
七
〇
〇
〇
貫
目
（
約
二
万
六
千
kg
）、
石

炭
五
五
〇
万
斤
（
約
三
三
〇
万
kg
）
な
ど
が
使
用
さ
れ
ま
し
た

【
明
ね
37-

2
（
26
）】。 

資
料
2-3
は
、
疏
水
の
設
計
者
・
田
邉
朔
郎
自
身
が
琵
琶
湖
疏

水
工
事
の
全
容
を
ま
と
め
た
図
録
『
琵
琶
湖
疏
水
工
事
図
譜
』

で
す
。
琵
琶
湖
か
ら
第
一
隧
道
入
口
ま
で
（
大
津
運
河
）
が
詳

細
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。
大
津
運
河
に
は
、
閘
門
が
設
け
ら
れ
、

こ
こ
で
琵
琶
湖
と
疏
水
の
水
位
が
調
整
さ
れ
ま
す
。
大
津
運
河

の
工
事
は
明
治
十
九
年
三
月
二
十
日
に
着
工
し
、
お
よ
そ
一
年

後
の
明
治
二
十
年
二
月
二
十
二
日
に
竣
工
し
ま
し
た
。 

資
料
2-4
は
、
大
津
運
河
の
工
事
の
様
子
を
写
し
た
も
の
で

す
。
工
事
に
従
事
し
て
い
る
人
々
以
外
に
も
両
岸
や
橋
の
上
に

は
多
く
の
人
が
集
ま
り
、
こ
の
大
工
事
を
見
守
っ
て
い
ま
す
。 

 

2-4「琵琶湖疏水東口掘割工場｣明治 19年【資 576】 

2-3「琵琶湖疏水工事図譜 (13) -大津整水閘門之図-｣ 
明治 24年（京都市上下水道局） 

2-2「伊庭官林松樹伐採取調表｣明治 20年 1月 16日 
【昭な 201-2（1-1）】 

2-1「琵琶湖疏水用地反別地価地代取調表｣ 
明治 18年～明治 19年頃【明ね 36（13）】 
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第
三
章 

県
民
へ
の
影
響
と
そ
の
補
償 

  

琵
琶
湖
疏
水
の
建
設
は
、
周
辺
住
民
へ
も
大
き
な
影
響
を
与

え
ま
し
た
。
そ
の
ひ
と
つ
が
、
疏
水
工
事
に
よ
り
従
来
の
水
管

が
分
断
さ
れ
、
大
津
西
部
一
体
で
飲
料
水
供
給
が
途
絶
え
た
大

津
西
部
飲
料
水
問
題
で
す
。 

 

そ
も
そ
も
大
津
付
近
で
は
、
古
来
竹
管
を
以
て
山
か
ら
用
水

を
引
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
竹
管
を
疏
水
工
事
に
よ
り
分
断
し

て
し
ま
っ
た
た
め
、
給
水
が
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

 

疏
水
工
事
に
先
立
ち
、
内
務
省
技
師
・
田
辺
義
三
郎
は
現
地

の
調
査
結
果
を
ま
と
め
た
「
琵
琶
湖
疏
水
復
命
」
の
な
か
で
、

疏
水
工
事
に
よ
り
水
脈
が
断
た
れ
飲
料
水
へ
影
響
を
及
ぼ
す

と
恐
れ
て
い
る
者
も
い
る
が
、
水
源
の
位
置
的
に
従
来
の
飲
料

水
の
水
位
に
は
関
係
を
及
ぼ
さ
な
い
と
述
べ
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
滋
賀
県
側
は
、
こ
の
主
張
に
反
し
て
疏
水
工
事
の
開
始
前

か
ら
大
津
西
部
で
の
飲
料
水
へ
の
影
響
を
懸
念
し
て
い
ま
し

た
。
そ
こ
で
県
は
京
都
府
に
対
し
て
、
工
事
開
始
に
先
立
ち
代

用
水
源
の
確
保
や
給
水
方
法
に
つ
い
て
検
討
す
る
よ
う
求
め
、

同
府
は
こ
れ
を
了
承
し
て
い
ま
す
（
資
料
3-1
）。 

実
際
京
都
府
は
そ
の
対
策
と
し
て
、
疏
水
路
以
北
へ
の
給
水

元
と
し
て
園
城
寺
境
内
に
新
た
な
水
源
を
確
保
し
、
水
路
以
南

は
、
小
関
越
・
天
狗
岩
・
目
洗
地
蔵
の
三
か
所
の
水
を
集
め
一

つ
の
水
源
を
作
り
各
所
へ
配
給
す
る
計
画
を
立
て
ま
し
た
（
資

料
3-2
）。
そ
し
て
、
そ
の
水
源
が
減
水
す
る
季
節
に
は
、
琵
琶

湖
の
水
を
引
揚
げ
て
代
用
も
し
く
は
補
助
に
充
て
る
と
し
て

い
ま
す
。
湖
水
の
引
揚
げ
は
蒸
気
器
械
に
よ
り
行
い
、
漉
水
器

（
ろ
く
す
い
き
、
汚
濁
を
排
除
す
る
た
め
の
装
置
）
を
通
し
て 

 

3-1「疏水事業に関する要求事項｣ 
明治 18年 10月 31日【明お 26（3）】 

3-2「大津市中西部の図｣ 
明治 17年～明治 19年【明な311（21-3）】 

3-3「飲料水補給方法」 
明治 21年 1月 18日【明ね38（26）】 
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各
水
路
組
合
の
樋
管
へ
配
水
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
（
資
料

3-3
）。
明
治
二
十
三
年
に
は
、
大
津
市
街
西
部
の
高
地
に
は
小

関
越
の
谷
水
、
低
地
に
は
湖
水
を
供
給
す
る
と
と
な
り
ま
し
た
。 

し
か
し
、
疏
水
工
事
が
完
了
し
、
代
用
水
源
に
よ
る
給
水
が

開
始
し
た
後
も
問
題
は
解
決
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
小
関
越
か
ら

水
の
供
給
を
受
け
て
い
る
住
戸
に
お
い
て
、
明
治
二
十
四
年
十

二
月
下
旬
よ
り
水
量
が
減
少
し
、
一
部
で
は
全
く
通
水
し
て
い

な
い
状
態
が
発
生
し
た
の
で
す
（
資
料
3-4
）。
や
む
な
く
該
当

地
域
で
は
汲
取
水
の
配
給
で
難
を
し
の
ぐ
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
大
津
町
長
は
、
そ
の
汲
取
配
給
費
用
を
京
都
府
か
ら
融
通

し
て
も
ら
え
る
よ
う
同
府
へ
照
会
し
て
ほ
し
い
と
県
へ
願
い

出
ま
し
た
が
、
京
都
府
は
、
小
関
越
を
給
水
元
と
す
る
こ
と
は

既
に
県
と
協
議
済
み
の
こ
と
で
、
今
更
天
候
の
影
響
で
減
水
し

た
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
補
償
は
行
え
な
い
と
拒
否
し
ま
し
た
。 

他
に
も
、
湖
水
の
引
き
揚
げ
で
は
雨
天
や
風
の
日
に
汚
濁

が
は
な
は
だ
し
く
、ま
た
健
康
に
悪
く
使
用
に
た
え
な
い
と

の
苦
情
も
あ
り
、
問
題
は
後
を
絶
ち
ま
せ
ん
で
し
た
。 

こ
の
飲
料
水
問
題
は
明
治
四
十
四
年
に
京
都
市
に
よ
り
近

代
的
な
電
動
給
水
設
備
が
整
備
さ
れ
、
鉄
管
に
よ
る
給
水
が
開

始
す
る
ま
で
続
き
ま
し
た
。 

飲
料
水
問
題
以
外
に
も
、
近
隣
住
民
に
は
様
々
な
影
響
が
あ

り
、
疏
水
用
地
と
し
て
宅
地
を
買
い
上
げ
ら
れ
、
移
転
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
住
民
も
た
く
さ
ん
い
ま
し
た
（
資
料
3-5
）。
ま
た

生
活
道
路
が
疏
水
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
る
場
所
も
あ
り
、
そ
の

個
所
に
関
し
て
は
京
都
府
が
橋
（
三
保
崎
橋
、
北
國
橋
、
鹿
関

橋
等
）
を
架
け
維
持
管
理
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
（
資
料

3-6
）。 

 

3-6「琵琶湖疏水路開設に付両岸道路・橋梁設置の件」 
  明治 19年 2月 22日【明い 166（50）】 

3-5「疏水線路に係る家屋分裂の件」 
明治 19年 1月 13日【明う138（8）】 

3-4「飲料水源減水の為め汲取水配与の義に付上申」 
  明治 25年 1月 11日【明ね 35（1）】 
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第
四
章 

琵
琶
湖
疏
水
が
つ
な
ぐ
滋
賀
と
京
都 

 

明
治
二
十
三
年
三
月
、
つ
い
に
滋
賀
と
京
都
を
つ
な
ぐ
琵
琶

湖
疏
水
が
完
成
し
ま
す
。
翌
月
の
四
月
九
日
に
は
天
皇
・
皇
后

を
迎
え
て
竣
工
式
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
資
料
4-1
は
当
日
の
天

皇
・
皇
后
の
予
定
行
程
を
記
し
た
も
の
で
す
。
予
定
で
は
、
三

保
ヶ
崎
で
閘
門
を
見
学
し
た
後
、
鹿
関
橋
か
ら
蹴
上
ま
で
の
間

の
疏
水
を
船
で
下
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
実
際
に

は
、
そ
の
代
理
と
し
て
熾
仁
（
た
る
ひ
と
）・
彰
仁
（
あ
き
ひ
と
）

両
親
王
が
乗
船
し
ま
し
た
。 

疏
水
事
業
が
軌
道
に
の
る
と
、京
都
市
は
さ
ら
な
る
水
量

を
求
め
て
、
新
た
に
第
二
疏
水
工
事
を
計
画
し
ま
す
。
そ
の

目
的
は
、
上
下
水
道
、
防
火
、
機
械
運
転
（
水
力
発
電
）
に

使
用
す
る
た
め
で
し
た
（
資
料
4-2
）。
こ
の
計
画
は
、
明
治

三
十
九
年
四
月
四
日
付
け
で
京
都
府
知
事
・
滋
賀
県
知
事
の

連
名
に
よ
り
許
可
さ
れ
、明
治
四
十
五
年
に
完
成
し
ま
し
た
。 

琵
琶
湖
に
旧
河
川
法
が
準
用
さ
れ
て
以
降
に
開
削
さ
れ

た
第
二
疏
水
で
は
、水
利
使
用
料
と
し
て
毎
年
一
六
〇
〇
円

が
京
都
市
か
ら
滋
賀
県
へ
支
払
わ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
し

た
（
資
料
4-3
）。
現
在
は
、
感
謝
金
と
し
て
第
一
・
第
二
疏

水
あ
わ
せ
て
二
億
三
〇
〇
〇
万
円
が
贈
呈
さ
れ
て
い
ま
す
。 

で
は
、
疏
水
は
完
成
後
ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
た
の
で
し
ょ

う
か
。 

疏
水
の
大
き
な
目
的
の
ひ
と
つ
が
、
水
力
動
力
に
よ
り
機
械

化
を
進
め
る
こ
と
で
し
た
。
当
初
は
水
車
に
よ
る
動
力
の
確
保

が
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、
建
設
途
中
で
、
水
流
を
動
力
と

し
た
発
電
へ
と
変
更
さ
れ
ま
し
た
。
電
力
供
給
は
明
治
二
十
四 

 
4-4「第一期蹴上発電所 内部(1)」明治 24年 12月 

（京都市上下水道局・田邉家資料） 

4-1「琵琶湖疏水式場へ臨御次第」 
明治 23年 4月 9日【明か 4-2（87）】 

 

4-1「琵琶湖疏水水路開鑿願（第二疏水）」 
明治 38年 9月 1日【明ね 41（13-2）】 

4-3「附属命令書（疏水使用料）」 
明治 39年 4月 4日【明ぬ 67（1）】 



令和 7 年度特別展・展示図録 琵琶湖疏水がつなぐ滋賀と京都 

- 7 - 

 

 

                           

                

年
に
開
始
し
ま
し
た
が
、
当
時
は
電
気
の
利
点
が
ま
だ
理
解
さ

れ
て
お
ら
ず
、
同
年
の
一
般
需
要
は
一
馬
力
の
み
で
し
た
。
そ

の
後
漸
次
需
要
が
増
加
し
、
明
治
三
十
一
年
度
に
は
二
〇
〇
〇

馬
力
の
発
電
量
を
も
っ
て
し
て
も
電
力
が
不
足
す
る
事
態
と

な
り
ま
し
た
（
資
料
4-4
）。 

ま
た
、
度
重
な
る
渇
水
と
火
災
に
悩
ま
さ
れ
て
き
た
京
都
市

で
は
防
火
用
水
の
確
保
も
重
要
な
目
的
の
ひ
と
つ
で
し
た
。
資

料
4-5
は
『
御
所
水
道
写
真
帖
』
に
収
め
ら
れ
た
写
真
で
、
紫
宸

殿
の
消
化
栓
実
験
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
御
所
水
道
と

は
、
明
治
四
十
五
年
に
宮
内
省
（
現
宮
内
庁
）
が
京
都
御
所
へ

疏
水
の
水
を
引
く
た
め
に
布
設
し
た
水
道
で
、
疏
水
同
様
田
邊

朔
郎
が
設
計
し
ま
し
た
。 

疏
水
や
そ
の
沿
岸
は
人
々
の
憩
い
の
空
間
と
し
て
も
利
用

さ
れ
て
き
ま
し
た
。
資
料
4-6
は
、
疏
水
の
水
を
使
用
し
た
京
都

市
初
の
公
設
水
泳
場
「
南
禅
寺
水
泳
場
」
の
写
真
で
す
。
市
内

小
学
校
の
児
童
は
無
料
で
、
一
日
平
均
三
〇
〇
〇
～
四
〇
〇
〇

人
に
利
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
夷
川
船
溜
な
ど
、

疏
水
路
自
体
に
も
夏
場
は
水
泳
場
が
特
設
さ
れ
ま
し
た
。 

さ
ら
に
、
疏
水
の
開
通
に
よ
り
滋
賀
と
京
都
の
間
を
様
々
な

物
資
や
人
々
が
船
に
よ
り
移
動
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
資

料
4-8
は
疏
水
に
よ
っ
て
移
出
さ
れ
た
貨
物
量
の
推
移
を
示
し

た
も
の
で
、
合
計
量
は
昭
和
三
年
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
て
い
ま
す
。

疏
水
の
舟
運
は
戦
後
す
ぐ
に
一
度
廃
止
さ
れ
ま
す
が
、
近
年
復

活
し
、
今
年
の
五
月
に
は
琵
琶
湖
疏
水
施
設
の
国
宝
・
重
要
文

化
財
指
定
に
か
か
る
三
首
長
（
滋
賀
県
、
大
津
市
、
京
都
市
）

の
疏
水
船
記
念
乗
船
も
行
わ
れ
ま
し
た
。
琵
琶
湖
疏
水
は
、
建

設
か
ら
一
三
五
年
が
経
っ
た
今
で
も
、
滋
賀
と
京
都
を
つ
な
ぐ

重
要
な
施
設
で
あ
り
続
け
て
い
る
の
で
す
。 

 
4-6「南禅寺水泳場」 

大正 12年（京都市上下水道局） 

4-8「疏水経由移出貨物最近 10ケ年統計表」 
昭和 7年 12月【昭ぬ 122（1-6）】 

4-7「京都疏水通船株式会社設立目論見書」 
明治 27年 11月 24日【明て 67（44）】 

4-5「御所水道写真帖／(3) 紫宸殿正面消火栓噴出」 
大正元年（京都市上下水道局・田邉家資料） 
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